
シティプロモーション推進業務に係るプロポーザル実施要領 

 

公表日：令和８年４月２７日 

（２０２６年）     

 

１ 契約概要 

（１）業務名称：シティプロモーション推進業務 

（２）目  的：本市において地域おこし協力隊を設置し、当該協力隊員を中心に情報発信サイトや

SNS、交流イベント等を通じて、本市ならではの地域資源の魅力を「誰かに伝えたく

なる」ような内容として発信することで、市の認知度向上を図るとともに、共感の

形成を促進する。さらに、イベントへの参加や本市への来訪、SNS での情報共有など

の行動を促すことにより、本市との継続的な関わりの創出・深化を図る。 

（３）業務内容：別紙「シティプロモーション推進業務委託仕様書」及び別紙１「地域おこし協力隊

設置支援業務」、別紙２「情報発信サイト改修内容」のとおり 

（４）業務期間：契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 見積限度額（予定価格） 

１２，２５７，２５０円（消費税及び地方消費税を含む） 

※ 参考見積書の上限金額は、見積限度額（予定価格）とする。 

※ 地域おこし協力隊設置支援業務（別紙「シティプロモーション推進業務委託仕様書」の２（

１）及び別紙１「地域おこし協力隊設置支援業務」）については４，４０８，５００円（消費税

及び地方消費税を含む）を上限とし、その他の業務（別紙「シティプロモーション推進業務委

託仕様書」の２（２）から（５））については７，８４８，７５０円（消費税及び地方消費税を

含む）を上限とする。 

 

３ 参加資格 

本件プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 調達契約を締結する能力を有しないこと。 

イ 破産者で復権を得ない者であること。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項

各号に掲げる者であること。 

エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当

すると認められ、又は認められた日から２年を経過しないこと。 

（２）次に掲げる税のいずれについても未納の額がないこと。 

ア 市税（本市が賦課徴収するものに限る。） 

イ 消費税及び地方消費税 



ウ 所得税又は法人税 

（３）実施要領の公表日から受託候補者特定の日までのいずれかの日において、和歌山市物品等調達

業者指名停止要綱（平成５年５月１日制定）又は、和歌山市建設工事等指名停止基準（平成１５

年５月１日制定）に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（４）前号に掲げる期間において、和歌山市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要

領（平成２０年６月１日制定）に基づく排除措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続開

始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るもの

を含む。）があった者にあっては同法の規定による更生計画認可の決定（同法附則第２条の規定に

よりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）を受けた者、又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立てが

あった者にあっては同法の規定による再生計画認可の決定を受けている者であること。 

 

４ プロポーザル参加資格確認申請書の作成及び提出 

（１）提出書類 

ア プロポーザル参加資格確認申請書（様式１） 

イ ３ 参加資格の（２）に示す確認資料 

（ア）本市が賦課徴収する市税に未納の額がないことを証する書類 

本市が賦課徴収する市税がある者は、和歌山市税に係る納税（完納）証明書を提出するこ

と。なお、当該証明書については、本件契約に係る申請書及び確認資料の提出する日におい

て発行後３か月を経過していないもので、原本又は写しのいずれかを提出すること。本市が

賦課徴収する市税がない者は、別添交付書類の「市税課税無の報告及び市税の課税状況等調

査承諾書（様式２）」を提出すること。 

（イ）消費税及び地方消費税並びに所得税又は法人税に未納がないことを証する書類 

納税地を所管する税務署が発行する納税証明書で、法人にあっては納税証明書の様式その

３の３を、個人にあっては納税証明書の様式その３の２を提出すること。なお、当該証明書

については、本件契約に係る申請書及び確認資料の提出する日において発行後３か月を経過

していないもので、原本又は写しのいずれかを提出すること。 

ウ 会社概要等 

（ア）会社概要調書（様式３） 

（イ）履歴事項全部証明書（法人の場合のみ） 

     当該証明書については、本件契約に係る申請書及び確認資料の提出する日において発行後

３か月を経過していないもので、原本又は写しのいずれかを提出すること。 

エ 本業務と同種の契約を履行した実績がある場合は、それを証する書類 

履行実績調書（様式４）に記載し、契約に係る契約書の写し、仕様書の写し等を提出するこ

と。なお、複数の実績を有する場合は本業務と類似性の高いものから３件まで提出することと

する。 



オ 業務実施体制（様式５） 

カ 役員等調書及び照会承諾書（様式６） 

キ 委任状及び使用印鑑届出書（様式７） 

なお、カ及びキについては、和歌山市契約規則（平成１５年規則第８３号）の規定により競

争入札参加有資格者名簿に登録されている者は、提出しなくてよい。 

（２）提出期限 

令和８年５月１８日（月）１７時１５分まで（必着） 

（３）提出場所 

和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所 本庁舎４階 

市長公室 企画政策部 シティプロモーション課 

Tel：０７３－４３５－１０１３  Fax：０７３－４３５－１２５４ 

E-mail：citypro@city.wakayama.lg.jp 

（４）提出方法 

持参又は郵送で提出すること。 

持参による場合は、提出期限までの土日祝を除く午前８時３０分から午後５時１５分までの間

に直接持参すること。 

郵送による場合は、提出期限必着で、書留郵便など発送と受領が記録される方法とすること。 

 

５ プロポーザル参加資格確認通知書の送付 

提出された参加資格確認申請書の確認を行い、結果を送付する。なお、参加資格を有しないと判

断した場合も結果を送付する。 

送付予定日：令和８年５月２１日（木） 

 

６ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、原則として個別の対応を行わないため、次のとおり

質問書を提出すること。 

（１）質問方法 

電子メールもしくは質問書（様式８）を持参又は郵送で提出すること。 

なお、電子メールの場合は件名を「プロポーザル質問書」とし、質問書（様式８）を添付する

こと。送信後、電話にてメールの着信の確認を行うこと。 

（２）受付期限 

令和８年５月２８日（木）１７時１５分（必着） 

（３）質問先 

４（３）に同じ。 

（４）回答方法 

令和８年６月２日（火）１７時１５分までに、本市ホームページにおいて、質問者を特定する

ことができないようにしたうえで、質問及び回答を掲載（公開）する。 



（５）注意事項 

電話及び口頭による質問や期限後の質問は一切受け付けない。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

ア 企画提案書 

（ア）仕様書に掲げる業務内容を含んだ提案をまとめて提出すること。 

様式は任意様式とし、次の項目については必ず記載すること。 

○業務の実施方針…本業務の目的を踏まえ、想定するターゲット像を設定した上で、情報

発信サイトの運営、SNS 活用、イベント等の各施策をどのように連携させながら目標値（

シティプロモーション推進業務委託仕様書２（３）ア参照）の達成に向けて本業務を遂

行するための基本的な考え方、手法及び実施方針について具体的に記載すること。 

○地域おこし協力隊…募集要件など具体的な提案を明記した上で、どのような手段で募集

するかも提案すること。過去に本業務と同種の業務を行ったことがある場合は、その実

績も明記すること。 

○コンテンツ企画…企画コンセプト、全体の構成案、デザイン案など、掲載コンテンツの

企画内容について具体的に提案すること。（本文はダミー文章でも可） 

〇サイト改修内容…別紙「シティプロモーション推進業務委託仕様書」２（２）及び別

紙２「情報発信サイト改修内容」参照の上、その他課題や改修すべき内容について具

体的な提案を行うこと。また、提案内容が分かるよう、改修後のトップページの構成

及びデザインの方向性が分かるイメージ図を盛り込むこと。 

○イベント内容・SNS キャンペーン…具体的な提案を行うこと。 

○実施体制図 

○業務フロー図及び実施スケジュール 

（イ）別紙「シティプロモーション推進業務仕様書」に記載の業務内容に修正すべき事項がある

場合はその理由を記載したうえで、修正すること。 

（ウ）別紙「シティプロモーション推進業務仕様書」に記載の業務内容以外に実施すべき業務項

目があると考える場合はその詳細な内容を記載すること。 

イ 参考見積書 

（ア）任意様式とする。 

（イ）積算内訳を明示すること。 

（ウ）業務価格は消費税及び地方消費税の額を含まない金額とする。 

（エ）見積金額は消費税及び地方消費税の額を含む金額とする。 

（２）提出部数等 

正本１部及び副本５部（副本は写し可）とし、提出書類データを保存した電子記録媒体も提出

すること。（データ保存形式：Word、Excel、PowerPoint、PDF） 

（３）提出期限 



令和８年６月１１日（木）１７時１５分 

（４）提出場所 

４（３）に同じ。 

（５）提出方法 

４（４）に同じ。ただし、提出書類データのみは電子メールも可とする。 

（６）注意事項 

ア Ａ４判、左綴じ、両面８ページ（４枚）以内とする。 

イ フォントサイズは１１ポイント以上とする。 

ウ 企画提案書等の提出は、１事業者につき１提案とし、複数の提案を行うことは認めない。 

 

８ 評価方法 

プロポーザルの評価は次のとおりとする。 

（１）企画提案評価 

企画提案者から提出された企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、下記「

９ 評価基準及び配点」で示す評価基準に基づいて評価し、最も高い評価を受けた企画提案を行

った者を当該契約の相手方となるべき候補者（以下「受託候補者」という。）として特定する。た

だし、提出されたすべての提案が基準を満たさないと判断した場合は、受託候補者を特定しない

場合がある。 

（２）開催日時等 

ア 実施内容 

企画提案書等の説明に２０分以内、質疑応答１０分程度とする。 

イ 開催日時 

令和８年６月１９日（金）（予定） 

確定した日時及び場所については、プロポーザル参加資格確認通知書にて通知する。 

ウ 説明者 

  ３名以内とする。 

エ その他 

プロジェクター、スクリーン、モニターケーブルについては本市において用意するが、その

他パソコン、レーザーポインター等必要なものについては企画提案者において準備し持ち込む

こと。 

（３）評価結果の通知 

評価結果はプロポーザル評価結果通知書（令和８年６月２５日（木）送付予定）により通知す

る。 

 

 

 

 



 

９ 評価基準及び配点 

プロポーザルは次の評価基準に基づき評価する。 

なお、２０４／３４０点（６割）を最低基準とする。 

（１） 企画提案の内容 ３１０／３４０点 

評 価 項 目 
配点 

大 項 目 小 項 目 

実施体制 

必要な知識、経験 

類似業務の実績 

業務実施体制、協力隊員のサポート体制 

会社の所在地 

５０点 

提案内容の的確性 

実施手順、スケジュール 

和歌山市の魅力を発信できる内容 

業務の内容に沿った協力隊員の提案 

本市の魅力を伝えられるサイトデザイン・改修案 

本市との関係構築を促すイベント企画 

参加しやすく関心を高めるキャンペーン企画 

１２０点 

見積金額 
各項目の見積金額に対する妥当性 

全体の見積金額の妥当性 
１００点 

提案資料調製力 

仕様の満足性 

理解しやすい資料作成の工夫 

新たな、高度な企画力、広報力等の提案 

４０点 

 

（２）プレゼンテーション等の内容 ３０／３４０点 

評 価 項 目 配点 

取り組み姿勢 ２０点 

説得力 １０点 

 

（３）評価結果の最も高い者が２者となった場合は、提案内容の的確性の項目の評価により受託候補

者を特定する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

１０ 日程 

次のとおり予定している。 

公表 令和８年４月２７日（月）  

参加資格確認申請書受付 令和８年５月１８日（月） １７時１５分まで 

参加資格確認通知書送付 令和８年５月２１日（木） （予定） 

質問の受付 令和８年５月２８日（木） １７時１５分まで 

企画提案書提出 令和８年６月１１日（木） １７時１５分まで 

企画提案評価 令和８年６月１９日（金） （予定） 

結果通知 令和８年６月２５日（木） （予定） 

契約締結 令和８年７月 １日（水） （予定） 

 

１１ 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その

提案者を失格とする。 

（１）提案者の提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

（２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 

（３）提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの 

（４）プレゼンテーション等に出席しなかったもの 

（５）虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

（６）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行ったもの 

（７）参考見積書の金額が、見積限度額（予定価格）を超過したもの 

 

１２ 契約に関する事項 

（１）前払い制度 

適用しない。 

（２）実績払い制度 

本業務に係る委託料の支払いは、業務完了後の一括払いを原則とする。ただし、業務の円滑な

遂行を図るため、業務期間中に１回に限り、既履行部分に係る実績に応じた額を支払うことがで

きるものとする。 

受託者は、令和８年７月１日から令和８年１１月３０日までの履行分について、実施報告書を

提出し、本市による履行確認を受けた場合に限り、当該履行部分に相当する委託料の支払いを請

求することができる。 

なお実績払いの対象となる金額については、プロポーザル実施後の契約締結時において、見積

書等に基づき履行内容を精査の上、受託者と本市が協議し、あらかじめ定めるものとする。実績

払いの上限額は、契約期間（令和８年７月から令和９年３月までの９か月間）に対する当該履行



期間（令和８年７月から同年１１月までの５か月間）の割合に応じて算定するものとし、契約金

額の９分の５に相当する額を上限とする。 

（３）契約保証金 

契約金額の１０分の１に相当する額以上の額が必要である。ただし、和歌山市契約規則（平成

１５年規則第８３号）第３４条各号に該当するときは、免除とする。 

（４）契約書作成の要否 

必要である。 

 

１３ その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差替及び再提出は認めない。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うこ

とがある。 

（３）提出書類は返却しない。なお選定された企画提案書等については、市民等への説明（公表）に

おいて必要があるときは、市は同意なく無償で使用できるものとする。 

（４）プロポーザルの実施結果については、受託候補者名、受託候補者の見積提示額、事業者ごとの

評価結果及び選定された企画提案書等を原則として公表する。提案者にあたっては本実施要領に

同意の上申請を行うものとする。 

（５）提出された企画提案書等の著作権は、提案者に帰属するものとし、第三者の著作権の使用の責

は、使用した提案者にすべて帰するものとする。また、提出された企画提案書等は、本プロポー

ザルの選定に係る公表以外に、提案者に無断で使用しない。 

（６）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提案者の負担とする。 

（７）提案者が１者であっても企画提案の評価を実施し、基準を満たしていると判断した場合は、受

託候補者を特定する。 

（８）本業務の契約が成立するまでの間において、特定された受託候補者が本要領に示された失格事

項に該当することとなった場合は、契約を締結しないものとする。 

（９）受託候補者特定後、和歌山市と協議を行うが、それに伴い仕様書の内容に若干の変更が発生す

る場合がある。 

（１０）選定結果についての異議申し立ては一切受け付けないものとする。また、（４）により公表す

る事項を除き、審査内容及び審査結果の公開は行わないものとする。 

（１１）本事業の取組状況や成果については、和歌山市のホームページや広報誌等で公表する場合が

ある。 

（１２）事業の実施により生じた財産権及び知的財産権は、原則として和歌山市に帰属する。 

（１３）他に行っている事業と明確に区分した経理処理を行うこと。また、会計帳簿等の帳簿類は、

業務終了後５年間保管すること。 

（１４）この要領に定めるもののほか、本業務の契約の内容に関しては、日本国の関係法令及び本市

の規則等の定めるところによる。 

（１５）その他必要な事項については、本市と受託候補者が別途協議のうえ定める。 


